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認定こども園の認定手続等を定める規則の一部を改正する規則（規則第33号） 

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正により、幼保連携型認

定こども園の設置について、都道府県知事の認可を受けなければならないこととされたこと等に伴い、当該認

可に係る申請書の様式を定める等所要の整備を行うこととした。 

兵庫県認定こども園審議会規則（規則第34号） 

 幼保連携型認定こども園の認可等について調査審議する兵庫県認定こども園審議会の組織及び運営に関して

必要な事項を定めることとした。 
 

規         則 

 

 認定こども園の認定手続等を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成26年10月31日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

兵庫県規則第33号 

認定こども園の認定手続等を定める規則の一部を改正する規則 

 認定こども園の認定手続等を定める規則（平成19年兵庫県規則第７号）の一部を次のように改正する。 

 題名中「認定手続等」を「認可手続等」に改める。 

 第１条中「平成18年文部科学省・厚生労働省令第３号」を「平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第

２号」に、「「省令」を「「府省令」に、「認定こども園の認定要件等に関する条例」を「認定こども園の認可等

に関する条例」に改める。 

 第３条を削る。 

 第２条の見出しを「（幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等の申請）」に改め、同条第１項中

「様式第１号」を「様式第１号の２」に改め、同条第２項第１号中「職員の配置について記載した」を「前条

第２項第１号から第４号までに掲げる」に改め、同項第２号を削り、同項第３号を同項第２号とし、同項第４

号及び第５号を削り、同項第６号中「子育て支援事業等（条例第４条第６号アに規定する子育て支援事業等」

を「子育て支援事業（条例第４条第３項の規定により幼保連携型認定こども園以外の認定こども園が実施しな

ければならない事業」に改め、同号を同項第３号とし、同項第７号中「条例第４条第７号アからスまでに掲げ

る」を「子どもの選考に関する事項その他の幼保連携型認定こども園以外の」に改め、同号を同項第４号とし、

同項第８号を同項第５号とし、同条に次の１項を加える。 

３ 法第５条第２項の申請書の様式は、様式第２号のとおりとする。 

 第２条を第３条とし、第１条の次に次の１条を加える。 

（幼保連携型認定こども園の設置に係る認可の申請又は届出） 

第２条 府省令第15条第１項の認可申請書又は届出書の様式は、様式第１号のとおりとする。 

２ 前項の認可申請書又は届出書には、府省令第15条第１項各号に掲げる事項を記載した書類のほか、次に掲

げる書類を添付しなければならない。 
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 (1) 職員の配置について記載した書類 

 (2) 職員の資格に関する証明書の写し 

 (3) 教育及び保育の目標並びに主な内容について記載した書類 

 (4) 研修その他の職員の資質向上等を図るための措置について記載した書類 

 (5) 子育て支援事業（条例第３条第１項の規定により幼保連携型認定こども園が実施しなければならない事

業をいう。）の実施計画を記載した書類 

 (6) 園児の選考に関する事項その他の幼保連携型認定こども園の管理運営に関する事項について記載した書

類 

 (7) 前各号に定めるもののほか、知事が特に必要と認める書類 

第４条第１項中「第７条第１項」を「第29条第１項又は府省令第15条第２項」に改める。 

第５条中「省令第６条第１号」を「府省令第28条第１号」に、「子ども」を「利用定員」に改める。 

第６条第１項中「第８条第１項」を「第30条第１項」に改め、同条第２項中「省令第７条」を「府省令第29

条」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

 （幼保連携型認定こども園の廃止等に係る認可の申請又は届出） 

第６条の２ 府省令第17条の認可申請書又は届出書の様式は、様式第５号のとおりとする。 

２ 前項の認可申請書又は届出書は、幼保連携型認定こども園を廃止し、又は休止しようとする日の３月前ま

でに、知事に提出しなければならない。 

 第７条の見出しを「（幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の廃止等に係る届出）」に改め、同条中「認

定こども園の」を「幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の」に、「認定こども園廃止（休止）届出書」

を「認定こども園廃止（休止）認可申請書（届出書）」に改める。 

 第８条から第10条までの規定中「第７条第１項」を「第８条第１項」に改める。 

 様式第１号を次のように改める。 

様式第１号（第２条関係） 

幼保連携型認定こども園設置認可申請書（届出書） 

年  月  日  

   兵庫県知事 様 

申請者（届出者） 主たる事務所の所在地 

                     

名称及び代表者の氏名 

                  ㊞ 

電話（     ）    －    番 

 

１ 施設の現況 

種 別 □ 幼稚園  □ 保育所  □ 認可外保育施設 

名 称  

所 在 地  

設 置 者  

設 置 年 月 日 年   月   日 

定 員                   人 

 

２ 設置しようとする幼保連携型認定こども園 

概要 

名 称  

所 在 地  

園長となるべき者の

氏名 

 

開 園 予 定 年 月 日 年   月   日 

 

保育

する

園児

の数 

区 分 ０歳児 １ ・２歳 児 ３ ～５歳 児 計 合計 

保 育 認 定 
（３号認定） （２号認定）  

人 

人 人 人 人 

教育標準時間認定 

  （１号認定） 

人 

 

人 
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 定員の弾力化の有無 □ 有    □ 無 

施設

設備 

区  分 面   積 区  分 室数 面  積 

園 舎 の 面 積 平方メートル 
保育室又は遊戯

室の面積 
 平方メートル 

園 庭 の 面 積 平方メートル  

うち乳児

室及びほ

ふく室 

 平方メートル 

その他設備の

概要 
 

教 育

及 び

保 育

の 主

な 内

容 

（教育及び保育の目標及び理念） 

 

 

 

（教育及び保育のねらい及び概要） 

 

 

 

年間開園日数    日 

開 園 時 間 

平 日  

土 曜 日  

日曜日・祝日  

子 育
て 支
援 事
業 の
う ち
認 定
こ ど
も 園
が 実
施 す
る も
の 

実施する事業

の概要 
 

（事業内容及び実施体制） 

備考  

  （注） １ □については、該当するものに「レ」を記入すること。 

      ２ 現に幼稚園、保育所又は特定認可外保育施設を設置していない者が、新たに幼保連携型認定

こども園を設置しようとする場合は、「１ 施設の現況」欄は、記入しないこと。 

３ 複数の施設を統廃合して、幼保連携型認定こども園を設置しようとする場合は、「１ 施設

の現況」欄に当該統廃合する複数の施設の現況を併記すること。 

      ４ 記載欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか、別紙に記載して添付すること。 

 様式第１号の次に次の１様式を加える。 

様式第１号の２（第３条関係） 

認定こども園認定申請書 

年  月  日  

   兵庫県知事 様 

申請者 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

                      

氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

                   ㊞  
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電話（    ）     －     番  

 

１ 認定を受けようとする施設の現況 

種 別 □ 幼稚園  □ 保育所  □ 認可外保育施設 

名 称  

所 在 地  

設 置 者  

設 置 年 月 日 年   月   日 

定 員                   人 

 

２ 認定を受けようとする認定こども園 

概要 

類 型 □ 幼稚園型 □ 保育所型 □ 特定認可外保育施設型 

名 称  

所 在 地  

認定こども園の長とな

るべき者の氏名 

 

開 園 予 定 年 月 日 年   月   日 

保育

する

子ど

もの

数 

区 分 ０歳児 １ ・２歳 児 ３ ～５歳 児 計 合計 

保  育  認  定 
（３号認定） （２号認定）  

人 

人 人 人 人 

教育標準時間認定 

  （１号認定） 

人 

 

人 

定員の弾力化の有無 □ 有    □ 無 

施設

設備 

区    分 面     積 区     分 室数 面      積 

園 舎 の 面 積 平方メートル 
保育室又は遊戯室

の面積 
 平方メートル 

屋外遊戯場の

面積 
平方メートル  

うち乳児室及

びほふく室 
 平方メートル 

その他設備の

概要 
 

教育

及び

保育

の主

な内

容 

（教育及び保育の目標及び理念） 

 

 

 

（教育及び保育のねらい及び概要） 

 

 

 

年 間 開 園 日 数                 日 

 

開 園 時 間 

平 日  

土 曜 日  

日曜日・祝日  
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子育

て支

援事

業の

うち

認定

こど

も園

が実

施す

るも

の 

実施する事業の概要  

（事業内容及び実施体制） 

備考 
 

 （注） １ □については、該当するものに「レ」を記入すること。 

２ 複数の施設を統廃合して、認定を受けようとする場合には、「１ 認定を受けようとする施設の

現況」欄に当該統廃合する複数の施設の現況を併記すること。 

     ３ 記載欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記載するか、別紙に記載して添付すること。 

 様式第４号中「認定年月日」を「設置年月日」に、 

「 

区分 ０～２歳児 ３～５歳児 計 

 
保育に欠ける子ども 
 

人 人 人 

 
保育に欠けない子ども 
 

人 人 人 

 
保育に欠ける子ども 
 

人 人 人 

 
保育に欠けない子ども 
 

人 人 人 

                                  」 

を 

「 

区分 ０歳児 １・２歳児 ３～５歳児 計 

 
保 育 認 定 
 

(３号認定) (２号認定) 
人 

人 人 人 

 
教育標準時間認定 
 

  
(１号認定) 

人 
人 

 
保 育 認 定 
 

(３号認定) (２号認定) 
人 

人 人 人 

 
教育標準時間認定 
 

  
(１号認定) 

人 
人 

                                     」 

に、「３～５歳の短時間利用児」を「３～５歳児（教育標準時間認定）」に、「長時間利用児」を「保育認定」に、

「屋外遊技場」を「園庭（屋外遊戯場）」に、 

「 

保育室又は遊戯 

室の面積（うち乳

児室及びほふく

室） 

 

 

 

（     ） 

 

平方メートル 

 

（  平方メートル） 
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                                」 

を 

「 

保育室又は遊戯 

室の面積 

 

 

 

平方メートル 

 
うち乳児室及

びほふく室 

  

平方メートル 

                                」 

に、「子育て支援事業等」を「子育て支援事業」に改める。 

 様式第５号中「第７条」を「第６条の２、第７条」に、「認定こども園廃止（休止）届出書」を「認定こども

園廃止（休止）認可申請書（届出書）」に、「届出者」を「申請者（届出者）」に、 

「 

認定こども園 
名 称  

所在地  

                                            」 

を 

「 

区     分 
   □ 廃止認可申請   □ 廃止届出 

   □ 休止認可申請   □ 休止届出 

認 定 こ ど も 園 
名 称  

所在地  

                                            」 

に、 

「 

現に入園してい

る者に対する措

置 

 

                                                」 

を 

「 

現に入園してい

る者に対する措

置 

 

財産処分の時期、

方法等 

 

                                                」 

に改め、同様式に（注）として次のように加える。 

 （注） １ □については、該当するものに「レ」を記入すること。 

     ２ 休止の認可申請又は届出の場合にあっては、「財産処分の時期、方法等」欄は記入しないこと。 

附 則 

この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法

律（平成24年法律第66号）の施行の日から施行する。 

 

 兵庫県認定こども園審議会規則をここに公布する。 

平成26年10月31日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  
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兵庫県規則第34号 

兵庫県認定こども園審議会規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、認定こども園の認可等に関する条例（平成18年兵庫県条例第63号）第10条から第12条ま

でに定めるもののほか、兵庫県認定こども園審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関して必要

な事項を定めるものとする。 

 （会長及び副会長） 

第２条 審議会に、会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

５ 会長及び副会長にともに事故があるとき、又は会長及び副会長がともに欠けたときは、あらかじめ会長の

指名する委員が、会長の職務を代理する。 

（会議） 

第３条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

 （補則） 

第４条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、審議会が定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （招集の特例） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後最初に開かれる審議会は、第３条第１項の規定にかか

わらず、知事が招集する。 

 （調整規定） 

３ 施行日から認定こども園の認定要件等に関する条例等の一部を改正する条例（平成26年兵庫県条例第36号）

の施行の日の前日までの間における第１条の規定の適用については、同条中「認定こども園の認可等に関す

る条例」とあるのは、「認定こども園の認定要件等に関する条例」とする。 
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